
 

 

 

経済紛争解決法 

ラオス人民民主共和国 

平和 独立 民主 統一 繁栄 

国民議会                                                        第 51号/国民議会 

-                               ビェンチャン首都、2018年6月 22日 

 

経済紛争解決法 

（改正） 

 

第Ⅰ編 

総則 

 

目的（改正）   

本法律は、経済紛争解決業務を、良質、効率的で、経済紛争解決

が平和的方法、正当、構成、迅速であることを保障し、ビジネス

の遂行と拡大を推進し、社会が平安、規律的で、地域と国際社会

に連結することができ、国内外の投資家に適した環境を作り、国

家の経済社会開発に貢献することを目的として、経済紛争解決活

動の執行、活動、管理、監査に関する原則、規則、措置を定める。 

 

経済紛争解決（改正） 

経済紛争とは、経済またはビジネス上の契約違反から生じる国内

外の法人間、法人と個人または組織、個人間、個人と組織間の利

害に関する紛争である。  

経済紛争解決とは、経済紛争解決組織によっておこなわれる調停

又は仲裁による利害に関する紛争の解決手続である。  

 

用語の説明 （改正） 

本法律において使用される用語は、以下の意味を有する 

当事者とは、経済紛争の当事者であり、申立人と被申立人からな

る 

調停人とは、中立的な第三者として参加し、経済紛争解決手続に

助言、アドバイスを与え、援助し、便宜を提供するものであり、

当事者又は経済紛争解決センター若しくは事務所が調停人及び仲

裁人名簿から選抜する 

仲裁人とは、経済紛争に判断を下す仲裁人として参加する人であ

り、当事者又は経済紛争解決センター若しくは事務所が仲裁人名

簿から選抜する 

調停委員会とは、当事者又は経済紛争解決センター若しくは事務

所が調停人及び仲裁人名簿から選択した、調停人 2 名以上からな

る委員会である 

仲裁委員会とは、当事者又は経済紛争解決センター若しくは事務

所が仲裁人名簿から選択した仲裁人 3名からなる委員会である 

代理人とは、法令に基づき当事者どちらか一方の側の代わりに権

利と義務を遂行するため、当事者から委任された者である 

仲裁委員会の仲裁判断 とは、仲裁人または仲裁委員会の判断のこ

とである 

国際貿易とは、契約当事者の国籍に関係なく二つ又は多数の国の

国境を超えて行われる商品又はサービスの売買である 

外国投資とは、投資促進法及びその他関係法令に基づき、外国人

投資家が資金、有体物または無体物の財を持ってラオス人民民主

共和国で事業を行うことをいう 

経済契約とは、商業的目的をもったビジネス契約、民事契約のこ

とである 

事業活動とは、生産、商業、サービスに係る企業活動のことであ

る 

 

第4条 経済紛争解決に対する国家の政策 （改正） 

国家は、調停又は仲裁手続により、個人、国家または民間の、国

内または国外の法人または組織が、平和的に経済紛争を解決する

ことを促進し、条件を整える。 

国家は、経済紛争解決センター及び事務所が、法令に基づき効果

的に権限を行使し、かつ、任務を遂行できるように好ましい環境

を整える。 

国家は、個人及び国家または民間の、国内または国外の法人また

は組織が経済紛争解決手続の発展に関与すること、民間と特別経

済紛争解決組織の設立を促進する。 

 

第5条 経済紛争解決手続を選択する権利 

国内外の個人、法人又は組織は、本法律に従って、経済紛争解決

手続による解決を選択する権利を有する。  

ラオス人民民主共和国で国際貿易又は海外投資を行う外国の個人、

法人又は組織は、契約に書かれた当事者間の合意に基づき、外国

の経済紛争解決機関又は国際機関による経済紛争解決を選択し、
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かつ、調停人または仲裁人、準拠法、手続の規則、場所及び言語

を選択することができる。  

 

第6条 法律の適用範囲（改正）  

本法律は、経済活動または事業執行上の契約違反から生じた経済

紛争の解決に適用される。  

 

第7条 国際協力  

国家は、業務の連携、知見の交換、経済紛争解決機関の職員の知

識能力向上並びにそれらの業務がラオス人民民主共和国が締結す

る条約及び国際協定と整合するよう、経済紛争解決業務に関する

外国、地域又は国際社会との協力を促進する。  

 

第Ⅱ編 

経済紛争解決手続 

第1章 

経済紛争解決手続の原則 

 

第8条 経済紛争解決手続の基本原則 （改正）    

   

経済紛争解決手続は、以下の基本原則に従って行う 

当事者の自発性 

公正、迅速、法律との整合性を保障する 

当事者の平等 

調停人、調停委員会、仲裁人、仲裁委員会の独立性、公平性、透

明性 

使用言語 

秘密の保持  

 

第9条 当事者の自発性 

 当事者は、いかなる個人又は組織から強制、脅迫される

ことなく、本法 16 条に基づき経済紛争解決センター又は事務所

に申立てを行うことにより、経済紛争の解決を求めることができ

る。 

 

第10条 公正、迅速、法律との整合性の保障 

経済紛争解決手続において調停人、調停委員会、仲裁人、仲裁委

員会は、公正、迅速、法律との整合性を保障しなければならない。 

 

第11条 当事者の平等 

経済紛争解決手続において当事者は、性別、人種、国籍、民族、

経済及び社会的立場、言語、学歴、年齢、信条、住所、その他に

より差別なく、法の前に平等である。 

ラオス人民民主共和国で事業を行う外国人、長期在住外国人及び

無国籍者は、法律に特別の定めがある場合を除き、ラオス国民と

同様に平等である。  

   

第 12 条 調停人、調停委員会、仲裁人、仲裁委員会の独立性、公

平性、透明性 （改正） 

経済紛争解決手続においては、調停人、調停委員会、仲裁人、仲

裁委員会は、法令に基づき、独立し、公平性、透明性を持って自

分の任務を遂行しなければならず、いかなる個人、法人また組織

の干渉もうけない。 

                                          

第13条 使用言語（改正）  

経済紛争解決手続で使用される言語は、当事者が別に契約又は合

意で定めないかぎり、ラオス語でなければならない。 

ラオス語を使うことができない経済紛争解決手続の当事者又は参

加者は、通訳者を介して自分の母語又はその他の言語を使用する

ことができる。  

 

第14条 秘密の保護（改正）  

経済紛争解決手続において、調停人、調停委員会、仲裁人、仲裁

委員会、当事者及び参加者は、当事者の許可を得た場合を除き、

調停又は仲裁手続に用いるため提出された情報及び様々な資料の

秘密を公開してはならない。 

 

第2章 

紛争解決の形式と紛争の検討 

 

第15条 経済紛争解決手続の形式 

 経済紛争解決手続は、以下二つの形式がある。 

調停による解決 

仲裁による解決 

 

第16条 検討される経済紛争（改正） 

経済紛争解決センター又は事務所で検討する経済紛争は、経済活

動また事業執行上の契約違反から生じた紛争であり、また以下の

条件の一つを満たす必要がある。 

 

当事者が契約書中に合意しているか、自発的に解決する意思を持

つ紛争であること 
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人民裁判所で解決手続を行っている又は人民裁判所が確定判決を

下した紛争ではないこと 

国家の安定、社会と環境の安寧に関係する紛争ではないこと 

 

第3章 

経済紛争解決手続 

 

第17条 申立書の提出 

経済紛争の解決を目的とする国内外の個人、法人、組織は、両当

事者にとって便利であり、かつ、双方が合意した経済紛争解決セ

ンター又は事務所に、申立書及び関係書類を提出しなければなら

ない。両当事者が合意できない場合、当事者は紛争が発生した場

所に申し立てる。 

 

第18条 申立書の内容 

紛争解決申立書の主な内容は、以下のとおりである： 

氏名、年齢、職業、国籍、現在住所、当事者または代理人の事業

地 

紛争が生じた原因 

訴額 

当事者の請求 

 

第19条 提出する書類 

経済紛争解決センターまたは事務所に提出する申立書には、以下

の書類を添付する 

申立書  

関連する契約書 

経済紛争解決センターまたは事務所で解決をする旨の当事者の合

意書 

証拠となる情報またその他書類等 

 

第20条 申立書の検討（改正）  

申立てを受理した後、公務日５日以内に経済紛争解決センター又

は事務所は、申立書一式を検査検討し、解決方式に関する協議及

び合意をするために当事者を召喚する。どちらか一方の当事者が

正当な理由なく召喚に応じない場合、その申立は検討にふされず、

申立者に申立書一式が返送される。 

紛争の申立書が本法 16 条の条件を満たさない場合、経済紛争解

決センター又は事務所は、申立てを受理した日から公務日 5 日以

内に申立者に理由を説明すると共に通知しなければならない。 

もし当事者が本法 34 条の規定に従い、契約書の中で仲裁による

紛争解決について合意していた場合で、しかし当事者どちらか一

方が正当な理由なく召喚に従わず参加しない場合には、本法の規

定に従って仲裁手続を執行する。 

   

第21条 召喚状の送付（新） 

    召喚状の送付は以下の通り執行する。 

被召喚者、または被召喚者の所属機関への直接送付 

郵便またはその他通信手段を通じての送付 

被召喚者への召喚状の直接送付は、送付記録簿に本人の受取署名

と、氏名を書くか拇印を必要とする。もしその者が受取署名を拒

否した場合にはその旨を記載する。被召喚者が所属する機関を通

じての送付の場合、組織の代表者が代理で受取署名し、被召喚者

に転送する。 

郵便局またはその他の通信手段を通じての送付は、被召喚者が召

喚状を受け取った、またはその召喚状のことを知った日から、召

喚状を受け取ったとみなす。 

召喚状の送付は、召喚日の最低でも公務日 5日前に送付する。 

   

第22条 申立答弁書の送付（新） 

被申立人が、申立書と関係の書類を受け取った後、15日以内に申

立答弁書を送付する。 

申立答弁書の内容は、本法 18 条の規定に従い、申立に対して、

認諾または否定または反訴をする。 

 

第23条 情報、証拠の証明（新） 

その必要がある場合には、当事者、調停人、調停委員会、仲裁人、

仲裁委員会は、経済紛争解決センターまたは事務所に対し、紛争

に関係する何らかの情報、証拠を証明するための専門家または熟

練者を任命することを検討するように申請することができる。 

当事者は、その専門家また熟練者の情報、証拠また審問の証明の

結果について、文書で意見を提示する権利を有する。  

 

第24条 解決方式の選択（改正）  

当事者は、調停又は仲裁による解決を選択する権利を有する。   

 

第4章 

調停による紛争解決 

 

第25条 調停（改正） 

調停とは、調停人または調停委員会によって執行される、当事者

間の互譲、交渉、話し合いによる、経済紛争解決の方式の一つで

ある。   
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第26条 調停人また調停委員会の選抜及び任命（改正）  

調停の実施において、当事者は 15 日間以内に、経済紛争解決セ

ンターまたは事務所の調停人名簿または仲裁人名簿から、一人又

は複数の調停人を選択する権利を有する。もし期限内に選択でき

ない場合には 経済紛争解決センターまたは事務所が 5日以内に選

択し、同時に当事者にその旨を通知する。 

経済紛争解決センターまたは事務所は、選択された名簿を受け取

った日から公務日 5 日以内に、調停人または調停委員会を任命し

なれければならない。 

 

第27条 調停人また調停委員会の回避又は忌避  

調停人また調停委員会は、いずれかの当事者と親族関係にある場

合、事件に利害関係がある場合、いずれかの当事者との間に争い

がある場合、急な傷病、そのほかの事情により任務を遂行できな

い場合は調停を回避する権利を有する。 

調停人または調停委員会が回避をする場合、経済紛争解決センタ

ーまたは事務所に対し、自らの意思とその理由を文書で申請し、

検討を求める。 

もし調停人または調停委員会が本条 1 項の規定に当てはまる場合

には、当事者は調停人または調停委員会を忌避する権利を有する。 

回避または忌避の申請を受け付けた後、経済紛争解決センターま

たは事務所は 15 日以内に検討をし、もし回避申請または忌避申

請に十分な理由が認められるときには、回避また忌避の決定書を

発出し、その後、本法 26 条の規定に従い、新たに調停人また調

停委員会の選択と任命を行う。 

 

第28条 調停手続 （改正） 

調停人または調停委員会は、任命を受けた日から数えて 15 日以

内に調停計画のために両当事者の供述を得て、その後経済紛争解

決センターまたは事務所にそれを知らせる。 

調停は、当事者または代理人の立ち合いのもとで行う必要がある。

当事者は、調停手続の間、調停人または調停委員会に対して、当

該紛争に関する事実、情報又は証拠の提出及び解決方法の提案を

行う権利を有する。  

調停手続の際には、調停人または調停委員会は、その都度経済紛

争解決センターまたは事務所に対し当事者または関係者の参加を

求める召喚状の発出を依頼する。 

 

第29条 調停手続の延期（新） 

調停手続きは下記の場合にあたるときは延期できる。 

当事者のどちらか一方が、十分な理由があり参加しない場合。 

急な傷病またはその他の業務のため、調停人が調停手続に参加で

きない場合。 

調停人または調停委員会の回避または忌避があった場合。 

情報、証拠を新たに収集または証明しなおす必要がある場合。 

当該の紛争に重要性を持つその他の人が調停手続きに参加しない

場合。 

調停手続の延期があった場合には、調停人または調停委員会また

は経済紛争解決センターまたは事務所は、公務日 5 日以内に、当

事者またはその他の参加者にそれを通知する。 

調停手続の延期は、経済紛争解決センターまたは事務所の調停手

続記録簿にその旨を記載する。 

 

第30条 調停手続の一時中止（新） 

調停手続の一時中止は、調停に対し障害をもたらす何かの事情が

あり、一時的に調停を停止することである。 

調停は下記の場合にあたるときは一時中止できる。 

当事者の一方が行為能力を失った場合、突然の傷病の場合 

当事者の一方が死亡した場合、法人また組織が解散したが未だ権

利義務を履行する者が存在する場合 

当事者の一方が移転した、またはかつての居所から移動し新しい

居所が不明であり、そのことが関係組織から証明されている場合 

現在調停中の経済紛争と関連する別の紛争の検討結果を待つ必要

がある場合 

 

調停の一時中止をする場合には、経済紛争解決センターまたは事

務所の長は、調停の一時中止決定書を発出し、公務日 5 日以内に、

当事者またその他の参加者に通知する。 

調停手続の一時中止は、経済紛争解決センターまたは事務所の調

停手続記録簿にその旨を記載する。 

 

第31条 調停手続の終了（改正） 

経済紛争の調停手続は以下の場合に終了する。 

申立者が申立を取下げた 

両当事者が合意に至った、または合意に至らなかった 

いずれかの当事者または両当事者が正当な理由なく参加しなかっ

た 

いずれかの当事者が死亡し、当該当事者の相続人がいない 

当事者が、調停から仲裁へと解決手続の方式の変更に合意した 

 

第32条 調停の記録（改正）  

調停の記録には以下の内容を記載しなければならない 
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時間、日、月、年、事件名、事件ファイル整理番号、及び調停手

続の行われた場所 

調停人または調停委員会及び書記官の氏名 

当事者又は代理人の氏名、年齢、職業、国籍、現住所及び事業所

の住所 

紛争の主な内容 

調停の結果 

調停合意に対する執行方法 

紛争解決手続における手数料、サービス費用、人件費、その他経

費の支払いについて各当事者の責任 

調停終了の時間、日、月、年 

調停手続記録簿には、当事者又は当事者の代理人のサイン、調停

人または調停委員会及び書記官のサイン並びに調停手続を行った

経済紛争解決センター又は事務所の所長のサインが必要 

 

第33条 解決方式の変更 （改正） 

調停によって紛争を解決できない場合、当事者は経済紛争解決セ

ンター又は事務所に仲裁手続への変更を申し立てることができる。 

 

 

第5章 

仲裁による紛争解決 

 

第34条 仲裁（改正） 

仲裁は、当事者の経済紛争に対する仲裁人または仲裁委員会の合

意による、紛争解決の方式の一つである。 

 

第35条 仲裁人または仲裁委員会の選択及び任命（改正） 

当事者は本法 65 条に規定された仲裁人名簿から、一名または三

名の仲裁人を選択する権利を有する。 

一名の仲裁人を選択する場合、当事者は 15 日以内に仲裁人を選

択し、合意する必要がある。もし当事者が選択できないときは、

経済紛争解決センターまたは事務所が公務日 5 日以内に選択し、

当事者に通知する。 

仲裁人三名を選択する場合、当事者のそれぞれが 15 日以内に仲

裁人一人ずつを選んで仲裁委員会を構成する。もし当事者のどち

らか一方が、または両方が選択できないときには、経済紛争解決

センターまたは事務所が公務日 5 日以内に選択し、当事者に通知

する。その後選択された仲裁人二名が公務日 5 日以内に三人目の

仲裁人を選び、その者が仲裁委員会の委員長となる。もし当該の

仲裁人二名が（残り 1 名の仲裁人を）選択できない場合には、経

済紛争解決センターまたは事務所が公務日 5 日以内に選択し、当

事者に通知する。 

経済紛争解決センターまたは事務所は、当事者または経済紛争解

決センターまたは事務所が選択した仲裁人の名簿を受領した日か

ら数えて公務日 5 日以内に、仲裁人または仲裁委員会を任命をす

る。 

 

第36条 仲裁人または仲裁委員会の回避又は忌避 （改正） -  

仲裁人または仲裁委員会の回避又は忌避は、本法 27 条に定める

調停人または調停委員会の回避又は忌避と同様の手続で行う。 

 

第37条 仲裁手続の期限（改正） 

仲裁人または仲裁委員会は、任命を受けた日から数えて、3 か月

以内に仲裁手続きを完了させる必要がある。ただし、証拠の収集

やその他の理由で紛争が複雑な場合はその限りでないが、仲裁人

または仲裁委員会は、経済紛争解決センターまたは事務所に対し

当事者に対し理由の通知をさせるために通知する。 

仲裁人または仲裁委員会は仲裁計画を立案し、それを経済紛争解

決センターまたは事務所に共有する。 

 

第38条 情報及び証拠の提出（改正） -  

当事者は、仲裁人または仲裁委員会に当該経済紛争に関連する情

報及び証拠を提出する義務を有する。 

仲裁人または仲裁委員会は、当事者の合意又は要望に基づき、現

場で他の情報及び証拠を収集することができる。  

ある情報及び証拠（の真正）を証明する必要がある場合、仲裁人

また仲裁委員会は、情報及び証拠を証明してもらうために専門家

また熟練者の参加を要望することができる。  

仲裁人また仲裁委員会は、詳細、完全、包括的及び客観的に申立

書、答弁書、書類、情報及び証拠を検討しなければならない。そ

の後、仲裁判断を下す前に、理由の説明または明示、並びに追加

の情報及び証拠を提出してもらうために当事者を召喚しなければ

ならない。  

 

第39条 審問と反論（新） 

審問においては、仲裁人または仲裁委員会は、当事者に情報、証

拠を提出させ、自分の情報、証拠の説明と明示をさせ、同時にも

う一方の当事者の証拠について、当事者に反論、質問することを

保障することが必要である。 

 

第40条 仲裁の一時中止（新） 



 

経済紛争解決法 

仲裁の一時中止とは、仲裁にとって障害となる状態によって、一

時的に仲裁を停止することである。 

下記の場合にあたる時は仲裁を一時中止できる。 

当事者の一方が行為能力を失った場合、突然の傷病の場合 

現在調停中の経済紛争と関連する別の紛争の検討結果を待つ必要

がある場合 

偶発的事態や不可抗力 

当事者のどちらかの側が、移転またはかつての居所から出て、新

しい居所が不明で関連の組織の証明がある場合は、仲裁の一時中

止の理由とはならない。 

もし仲裁の一時中止をする場合には、経済紛争解決センターまた

は事務所の長は、仲裁一時中止決定書を発行し、当事者またその

他の参加者に通知する。 

仲裁一時中止については、経済紛争解決センターまたは事務所の

仲裁手続記録書に記述しておく。 

一時中止の期間については、仲裁手続の規定された期限には含ま

ない。 

 

 

第41条 当事者の利益保護のための措置（改正）  

仲裁手続において、当事者が自分の権利及び利益を保護するため

に、民事訴訟法に規定されている措置、例えば財産の差押又は没

収を求める場合、仲裁人または仲裁委員会が必要性を認めるとき

は、仲裁人または仲裁委員会は 経済紛争解決センターまたは事

務所を通じて、申請書と関連書類を財産の存在する県、都人民裁

判所に送付し、申請書を受領した日から数えて公務日 5 日以内に

命令書の発出を検討させる。 

 

第42条 仲裁判断の前に両当事者が合意する権利（改正）   

紛争解決手続において、両当事者は仲裁判断が下される前に合意

する権利を有する。両当事者の合意は、書面により行われ、両当

事者、書記、仲裁人また仲裁委員会の署名と、経済紛争解決セン

ター長又は事務所長の証明がなければならない。 

仲裁判断前の両当事者の合意は、仲裁人また仲裁委員会の仲裁判

断と同様の効果を有する。 

 

第43条 仲裁判断（改正） 

仲裁委員会の仲裁判断は、当事者の申立範囲内で行われなければ

ならない。 

仲裁委員会の仲裁判断は、多数決により判断することとする。 

仲裁判断は、両当事者又はその代理人の前で読上げされなければ

ならない。ただし当事者の一方が充分な理由なく仲裁判断の読上

げに参加しなかった場合には、不在のまま仲裁判断を読上げでき

る。 

仲裁判断は、仲裁判断書として発行された日か、または当事者が

判断を知った日から有効となる。 

 

第44条 仲裁判断の読上げの延期（新） 

もし仲裁判断書の読上げが不可能な何かしらの理由、例えば調停

委員会または当事者の急な傷病の場合、調停人または調停委員会

は、仲裁判断の読上げの延期を通知するが、延期は 15 日を越え

てはならない。 

 

第45条 仲裁委員会の仲裁判断書の内容（改正）  

仲裁判断書は、申請部、内容部、認定部、判断部からなり、その

内容は以下の通り 

時間、日、月、年、事件名、事件整理番号、仲裁判断の発出場所 

仲裁委員及び書記官の氏名 

当事者又は代理人の氏名、年齢、職業、国籍、現住所及び事業所

の住所 

紛争の重要な内容、仲裁判断の参照根拠 

仲裁判断 

手数料、人件費及びサービス費用の支払いにおける各当事者の責

任 

仲裁判断の執行における支出責任 

当事者の仲裁判断に対する上訴の権利 

仲裁人または仲裁委員会、書記官の署名、経済紛争解決センター

の長又は事務所所長の証明が必要 

 

第46条 仲裁判断の訂正と追加判断 

仲裁判断が下された日または当事者が判断を知った日から数えて

30日以内に、当事者は仲裁委員会に仲裁判断書の間違いを訂正す

るよう求める権利を有する。例えば数字の計算、印刷またはその

他の間違いで仲裁判断の内容部の変更を伴わないもの。 

もし仲裁判断が当事者の申立内容の範囲を越えている、または不

完全な時には、本条第 1 項の期限規定に従い、当事者は追加の仲

裁判断を求める権利を有する。 

追加の判断は本法 45条に規定された内容とする 

仲裁判断の訂正または追加判断は、仲裁判断書の一部分とみなさ

れる。 

 

第47条 仲裁判断に対する異議（改正） 



 

 

 

経済紛争解決法 

当事者は以下のいずれか一つでも該当する場合、仲裁判決を知っ

た日から 30 日以内に人民裁判所に異議申立てを行う権利を有す

る 

両当事者が仲裁に合意していなかった又はその合意が無効であっ

たとき 

仲裁委員の構成が両当事者の合意及び法律に合致していなかった

とき 

仲裁手続が、経済紛争解決の関連する規則、法律に合致しておら

ず、また両当事者が契約で合意した経済紛争解決に関する法令を

使用していなかったとき 

仲裁判断の根拠とみなされた情報及び証拠が偽造されたものだっ

た又は仲裁人また仲裁委員会が金銭、財産又はその他利益を受け

とった、又は仲裁判断に影響する偏見があったとき 

当該紛争が本法律16条の規定の適用範囲外であったとき  

仲裁判断が、当事者の申立ての範囲を超えていた又は申立てに満

たないものであったとき 
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経済紛争解決手続の結果の執行 

 

第48条 経済紛争解決手続の結果（改正） 

経済紛争解決手続の結果とは、以下のとおりである 

調停による当事者の合意 

仲裁判断前の当事者の合意 

仲裁委員会の仲裁判断 

 

第49条 経済紛争解決手続の結果の執行（新） 

経済紛争解決手続の結果の執行とは、経済紛争解決の結果を下記

の方法で正当に執行することを言う。 

当事者による執行 

判決執行機関による執行 

 

第50条 当事者による執行 

当事者は、調停における当事者間の合意、または仲裁判断前の合

意の内容について、執行する義務を有する。 

仲裁委員会の仲裁判断については、仲裁判断が下された日または

当事者が判断を知った日から数えて 30 日以内に、当事者は執行

しなければならない。 

執行が完了した後、当事者はそれを経済紛争解決センターまたは

事務所に通知し、紛争事件記録終了命令を発出させる。 

 

第51条 判決執行機関による執行 

判決執行機関は、本法 52 条に規定された人民裁判所の決定に従

って、経済紛争解決の結果の執行を強制する役割を有する。 

 

第52条 裁判所の決定（改正） 

経済紛争解決手続の結果が執行されないことにより不利益をうけ

る当事者は、強制執行の決定を下してもらうために、紛争が起こ

った場所または財産が存在する場所の県都人民裁判所に申立てを

行う権利を有する。 

当事者から申立書を受理した場合、人民裁判所は申立書を受理し

た日から 15 日以内に検討し、申立の承認決定または不承認決定

を下さなければならない。   

決定を下す際に、人民裁判所は法律面の検討だけを行い、紛争の

内容面の検討は行わない。適正に手続を行ったことが確認できる

場合、人民裁判所は強制執行の決定を下さなければならない。裁

判所の決定はすぐに効力を有し、かつ控訴できない。 

人民裁判所は、本法 47 条の規定のどれかにあたる場合には、紛

争解決の結果を承認する決定を下さない。その場合でも、当事者

は紛争解決センターまたは事務所に再度の解決を申立てる又は人

民裁判所に訴える権利を有する。 

 

第53条 外国又は国際仲裁判断についての承認及び執行（改正） 

外国又は国際機関の仲裁判断の承認と執行は、ラオス人民民主共

和国の民事訴訟法に従って執行する。 
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経済紛争解決手続における費用 

 

第54条 経済紛争解決手続における経費 

経済紛争解決手続における費用は以下のとおりである： 

手数料 

サービス料 

人件費 

  

第54条 手数料（改正） 

手数料は、当事者から直接徴収される義務であり、国家の管理運

営料として徴収される。 

調停においては当事者は紛争の調停手続を開始する前に手数料を

双方が半分ずつ支払う。ただし別の合意をしてある場合を除く。 

仲裁においては、仲裁判断に基づき、当事者は手数料を支払う責

任を負う。 



 

経済紛争解決法 

手数料の金額については、その時点で国家が発令した規則に従っ

て執行する。 

 

第55条 サービス料（改正） 

サービス料とは、当事者から徴収される専門管理業務のサービス

費用である。 

サービス料の徴収は、その時点で国会が発令した規則に従って執

行され、申立書の提出時に申立人が全ての費用を支払う。 

  

第56条 人件費（改正）  

人件費は、調停人または調停委員会、仲裁人または仲裁委員会、

専門家、または熟練者の活動業務に対する費用である。 

人件費は、申立ての行われた経済紛争解決センターまたは事務所

において支払われ、証拠として記録に記載しなければならない。 

人件費の規定については、司法省が研究し政府に対して提案をす

る。 
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経済紛争解決組織 

  

第58条 地位及び役割（改正）   

経済紛争解決組織は、専門性独立性をもった司法部門の監督下に

ある専門的、社会的及び法律的な組織であり、経済紛争を解決す

るため両当事者、調停人また調整委員会、及び仲裁人また仲裁委

員会にとって良好な環境を作る役割を有する。  

-  

第59条 経済紛争解決組織の組織構成（改正） 

経済紛争解決組織は以下からなる。 

経済紛争解決センターは、“ソーコーソー”と略称され、司法省の

監督下にあり局と同等の地位を持つ。 

経済紛争解決事務所は、“ホーコーソー”と略称され、県都の司法

課の監督下にあり、県都の課と同等の地位を持つ。 

経済紛争解決センター及び事務所の組織構成並びに職員構成に関

しては、別の規定に定める。 

もし条件が整えば、政府との合意にしたがって、民間、専門の経

済紛争解決組織を設立することも可能である。 

 

第60条 経済紛争解決センターの権限と義務（改正） 

  

経済紛争解決センターは、以下の権限と義務を有する 

経済紛争解決手続に関する規定の研究、起草及び改訂を行い、司

法省に検討を提案する 

調停人及び仲裁人の調停人名簿、仲裁人名簿への任命又は除名に

ついて検討を行い、司法大臣に提言する  

経済紛争解決手続に関する法律の普及、教育及び研修の実施 

法律に基づき随時経済紛争解決手続における調停人、調停委員会

又は仲裁人、仲裁委員会の任命又は変更について検討する  

経済紛争解決手続きにおいて、自分の責任権限の範囲で当事者に

助言アドバイスを提供する 

自らの責任権限の範囲において、情報、文書を管理し、調停また

は仲裁の記録を保存し、経済紛争解決手続に便宜をはかる 

当事者から申立書、書類、情報及び証拠を受け取り、調停人、調

停委員会、仲裁人、仲裁委員会に渡す 

経済紛争解決事務所及びセンターの職員（テクニカルスタッフ）、

調停人及び仲裁人の能力強化、養成及びレベルの向上を図る 

調停人、調停委員会、仲裁人、仲裁委員会の経済紛争解決手続を

円滑にするために、当事者と連絡をとり、かつ関係機関との調整

を行う 

経済紛争解決手続の結果の執行を追跡し、推進する 

経済紛争解決事務所に対し、専門的指導を行う 

上級機関の委任にもとづき、経済紛争解決業務に関して、他国、

地域及び国際機関と協力する 

センターの業務活動をまとめ、評価し、司法省に対し定期的に報

告を行う 

法律に定められたその他の権限を行使し義務を履行する 

 

第61条 経済紛争解決事務所の権限と義務 （改正） 

    経済紛争解決事務所は、本法 60 条に基づく経済紛争解決セン

ターの権限及び義務と同様の権限及び義務を有する。但し、同条

1項、8項、11項に規定する権限と義務を除く。 

調停人及び仲裁人の任命又は除名提案の権限に関しては、経済紛

争解決センターに検討するように提案しなければならない。  
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調停人、仲裁人、専門家また熟練者 

第1章 

調停人と仲裁人 

 

第62条 調停人及び仲裁人（改正） 

調停人及び仲裁人は、経済紛争解決センターによって選抜、提案

され、司法省大臣から任命をうけた、中央事務所、組織、国家ま

た民間の経済ユニットから参加する者、自発的な奉仕精神をもつ

外国人また長期在留外国人である。 



 

 

 

経済紛争解決法 

仲裁人は調停人になることができるが、調停人は仲裁人になるこ

とはできない。 

 

第63条 調停人及び仲裁人の条件（改正） 

調停人及び仲裁人になるには、以下の条件を満たさなければなら

ない。 

優れた人格を有し、倫理を持ち正直であること 

適切な証明書により裏付けられた確実な何かしらの専門知識、能

力を有すること 

最低５年間の職務経験を持つこと 

故意の犯罪を起こし、裁判所より自由刑の判決を受けたことがな

いこと 

経済紛争解決業務に関して研修を受けていること 

健康であること 

仲裁人になろうとするものは、本条 1、４、５、と６の条件以外

に、専門科目の上級ディプロマ以上を持ち、法律の知識をもち、

10年以上の職務経験を持っていること。 

 

第 64 条 調停人及び仲裁人になるための外国人と長期在留外国人

の条件（改正）  

ラオス人民民主共和国で調停人又は仲裁人となる目的をもつ 外国

人と長期在留外国人は、本法 63 条に規定された条件以外に、下

記の追加条件に合致する必要がある。 

ラオス人民民主共和国の憲法、法律、規則を遵守すること 

ラオス人民民主共和国で正当な就業許可を得ているか、恒久的な

住所をもつこと 

ラオス語を熟知し、文化を理解し、ラオスの美しいしきたりを尊

重すること 

 

第65条 調停人及び仲裁人の名簿（改正） 

調停人及び仲裁人名簿とは、調停人及び仲裁人の名前及び経歴が

記載されたリストである。 

調停人及び仲裁人が司法大臣より任命された後、経済紛争解決セ

ンターは調停人及び仲裁人名簿を作成して経済紛争解決事務所に

送る。 

 

第66条 調停人及び仲裁人の終了（新） 

調停人また仲裁人としての役割は以下の際に終了する。 

辞任したとき 

法律違反または規則違反により、調停人また仲裁人から解任され

たとき 

死亡したとき 

調停人及び仲裁人の終了の際には、調停人名簿または仲裁人名簿

から名前を抹消すること。 

 

第67条 外国調停人または外国仲裁人（新） 

外国調停人または外国仲裁人とは、外国の経済紛争解決組織に所

属し、任命をうけた調停人または仲裁人のことで、その任命が未

だ有効なものをいう。 

外国調停人または外国仲裁人がラオス人民民主共和国で紛争の調

停または仲裁活動を行うときには、司法省からの許可を得なけれ

ばならない。 

外国調停人または外国仲裁人は、当事者のどちらか一方、または

両方が外国の個人、法人、組織の場合には、調停または仲裁をす

る権利を有する。 

 

第68条 調停人及び仲裁人の権利と義務（改正） 

調停人及び仲裁人は、以下の権利と義務を有する 

経済紛争解決を受託又は拒否する 

経済紛争解決手続において独立性を有する 

経済紛争解決手続が公正、迅速及び透明に行われることを保障す

る 

職業上の倫理に基づき公正に職務を行う 

現場で情報及び証拠を収集する 

規則にしたがい報酬を受け取る 

法令に基づき関係部門に必要な情報を提供しなければならない場

合を除き紛争に関する秘密を保持する 

法令に基づき、国家に所得税やその他義務を支払う 

法令に定められたその他の権利を行使し義務を遂行する 

 

第２章 

専門家と熟練者 

 

第69条 専門家と熟練者（新） 

専門家また熟練者とは、ある専門分野の知識、熟練技能、経験を

有しており、関連の研究機関や組織から認証、証明をされている

個人のことをいう。 

 

第70条 専門家または熟練者の権限（新） 

専門家または熟練者は以下の権限を有する。 

正当、明白な証明のために、追加の情報、証拠を請求すること 

情報、証拠の証明における人件費と費用を受け取ること 

証明の結果について指示をすること 



 

経済紛争解決法 

もし証明の中で新しい情報があった際には、情報、証拠の証明結

果について、追加、訂正をすること 

法律により保護されること 

 

第71条 専門家または熟練者の義務（新） 

専門家または熟練者は以下の義務を有する 

情報、証拠を証明し、専門分野の原理に正当な意見を表明する 

文書の形で、情報、証拠の証明の結果を報告書にまとめ、その後

経済紛争解決センターまたは事務所に送付し、調停人、または調

停委員会、仲裁人または仲裁委員会に託す 

調停人、または調停委員会、仲裁人または仲裁委員会に対し説明

を行う 

自分の行った情報、証拠の証明結果に責任を持つ 

証明結果の秘密を保持する 

 

第Ⅶ編 

禁止事項 

 

第72条 職員、調停人、仲裁人と専門家または熟練者の禁止事項 

職員、調停人、仲裁人と専門家または熟練者に禁止される行為は、

以下のとおりである 

許可なく又は法律に別途定めがないのに、自分が知った紛争内容

に関する情報を公開する 

自分が利益を得るため又は他人の権利及び利益を害するため、自

分が知った情報を利用する 

紛争解決を不当に妨害し、遅延させ又は困難にする 

当事者から金銭又はその他の不当な利益を受け取る又は請求する 

自分、夫若しくは妻又は親しい親族が利害関係を持つ紛争解決手

続に参加する 

任務の執行において公平でない 

当事者に対して強要又は脅迫をする 

法令に違反するその他の行為を行う 

 

 

第73条 当事者の禁止事項（改正） 

当事者に禁止される行為は、以下のとおりである 

紛争に関する書類、情報を偽造する 

職員、調停人、仲裁人、専門家または熟練者に対し脅迫、強要、

暴力、詐欺をおこなう 

職員、調停人、仲裁人、専門家または熟練者に賄賂又はその他利

益を提供する 

法令に違反する行為を行う 

 

第74条 個人、法人又はその他組織の禁止事項（改正） 

個人、法人及びその他組織に禁止される行為は、以下のとおりで

ある 

職員、調停人、仲裁人、専門家または熟練者の任務の遂行に対し

て協力を拒み、又は妨害する 

経済紛争解決センター又は事務所による紛争解決を拒絶するよう

に他人を誘因する 

賄賂の授受を仲介する 

法令に違反するその他の行為を行う 

 

第Ⅷ編 

経済紛争解決業務の管理及び監査 

第1章 

経済紛争解決業務の管理 

 

第75条 管理機関 

経済紛争解決業務の管理を行う機関は以下のとおりである 

司法省 

県、首都の司法局 

 

第76条 司法省の権限及び役割（改正） 

  経済紛争解決手続の管理に関して司法省は以下の権限及び役割

を有する 

政府に検討を提案するため経済紛争解決手続に関する方針、戦略

計画、法律を研究する 

経済紛争解決手続に関する方針、戦略計画、法律を拡大し、計画、

ワークプラン、プロジェクト、実施をおこなう 

経済紛争解決手続に関する決定、命令、通達、告示を出す。また

民間また特別経済紛争解決組織の設立に関する規則を出す 

経済紛争解決センター又は事務所の執行に関して指導と管理を行

う 

全国の経済紛争解決手続の実施について指導、監督を行う 

経済紛争解決センター及び事務所の職員、調停人並びに仲裁人の

養成、知識能力、倫理、専門性の向上を行う 

首相に対し、経済紛争解決センター長の任命、解任又は異動を提

案する 

経済紛争解決センターの副センタ－長の任命、解任又は異動を行

う 

関連する地方自治体組織からの推薦に基づき経済紛争解決事務所

の長と副長の任命について意見を述べる 



 

 

 

経済紛争解決法 

経済紛争解決センターからの推薦に基づき調停人名簿また仲裁人

名簿に対し、調停人または仲裁人の任命または抹消を行う 

民間と特別経済紛争解決組織の設立、解散につき検討、提案する 

経済紛争解決センターからの推薦により、外国の調停人または仲

裁人のラオス人民民主共和国での活動を許可する 

経済紛争解決の業務管理において、関連の部署と連絡協調をおこ

なう 

経済紛争解決業務について、外国、地域各国、国際社会と協力す

る 

経済紛争解決手続の業務を定期的にまとめ、評価し、政府に報告

する 

法令に定められたその他権限の行使及び義務の履行をする 

 

第77条 県、都の司法局の権限及び義務（改正）- 

経済紛争解決業務の管理に関して県、都の司法局は以下の権限及

び義務を有する 

経済紛争解決業務に関する方針、戦略、法律、計画、ワークプラ

ン、プロジェクトを執行する 

経済紛争解決に関する法律と規則の広報、普及及び研修を行う 

経済紛争解決事務所の業務執行と予算の指導及び監督を行う 

経済紛争解決業務実施の指導及び監督を行う 

司法省に対し、経済紛争解決事務所の開設及び改善を提案する 

経済紛争解決事務所の調停人、仲裁人また職員の活動について、

個人、法人又は組織からの申立てを受理、検討及び処理する 

定期的に、経済紛争解決業務活動をまとめ、評価し、司法省と県

都自治組織に報告する 

法令に定められたその他権限の行使及び義務の履行 

 

第2章 

経済紛争解決業務の監査 

 

第73条 監査機関（改正） 

経済紛争解決業務の監査組織には、以下からなる 

内部監査機関は、本法 75 条に規定の通り、経済紛争解決 業務の

管理組織と同じ組織のことである。 

外部監査機関は、国民議会、県議会、政府監査機関、国家監査組

織及び人民検察機関である。  

 

第79条 監査の内容（改正） 

監査の主な内容は以下の通りである  

経済紛争解決手続に関する法令規則の履行 

経済紛争解決手続に関する個人、法人、組織の申立書 

経済紛争解決センター及び事務所の活動 

経済紛争解決センター及び事務所の収入、支出の管理並びに使用

状況 

経済紛争解決センター及び事務所の職員、調停人、仲裁人の責任

及び行動 

 

第80条 監査の形式 

経済紛争解決業務の監査は、以下の三つの形式がある 

通常形式による監査とは、確実に決められた期間に定期的に計画

された監査である 

事前通知による監査とは、計画外の監査であり、必要性がある場

合に事前に監査される者に通知して行う 

緊急監査とは、事前に監査される者に通知することなく緊急に行

われる監査である 

経済紛争解決業務の監査は、法律と規則に厳密に正当に実施しな

ければならない。 

 

 

第Ⅸ編 

予算、ロゴマーク、印章 

 

第81条 予算 

 経済紛争解決センター及び事務所の業務活動における予算は、

国家予算から歳出され、以下のとおり執行されなければならない 

経済紛争解決センターの予算は、司法省が管轄する 

経済紛争解決事務所の予算は、事務所の所在する県又は首都の司

法局が管轄する 

 

第82条 ロゴマーク 

経済紛争解決センター及び事務所のロゴマークは、円の内部に天

秤計りの絵 及び 天秤計りの下にソーコーソー（経済紛争解決

センター）又はホーコーソー（経済紛争解決事務所）と文字で記

載する 

 

第83条 印章 

経済紛争解決センター及び事務所は、公務に使用するため自らの

印章を持つ。 

 

第Ⅹ編 

優れた実績を有する者に対する政策及び違反者に対する措置 

 

第84条 優れた実績を有する者に対する政策（改正） 



 

経済紛争解決法 

効率的な調停又は仲裁の実施という点でこの法律の運用に優れた

実績を有する個人、法人、組織は、賞状その他表彰をうける。  

 

第85条 法令に違反した者に対する措置（改正）  

本法の規定に違反した個人、法人、組織は、再教育、懲戒、罰金、

民事損害賠償、または罪の軽重にしたがった刑事罰処分をうける。 

 

第86条 再教育（新） 

本法に違反を犯したが初犯でかつ違反が危険、重大でなく、損害

の額も重大でない場合には、違反した個人、法人、組織は、再教

育と注意処分を受ける。 

 

第87条 懲戒処分（新） 

本法に違反を犯した公務員が、例えば、刑事罪ではない禁止事項

違反をした、重大でない損害を引き起こした、また自らの罪を正

直に報告しなかった場合には、官僚-公務員法の規定に従い、懲

戒処分を受ける。 

 

第87条 罰金処分（新） 

本法に違反を犯した個人、法人、組織が、例えば、重大でない禁

止事項違反をした、重大でない損害を引き起こした、刑事罰には

当たらない違反をした場合には、規則に従い罰金処分を受ける。 

 

第89条 民事上の措置（新） 

本法に違反をし、国家または他人の財産に損害を生じさせた個人、

法人、組織は、自分が生じさせた損害を賠償補償する責任を有す

る 

 

第90条 刑事上の措置（新） 

本法に違反し、それが刑法上の罪である場合には、その罪の軽重

に従って罰を受ける 

 

 

第XI編 

最終規定 

第91条 施行 

ラオス人民民主共和国の政府が本法律を施行する。 

 

第92条 発効 

本法律は、ラオス人民民主共和国国家主席が国家主席令を公布し、

官報掲載の後 15日後に発効する。 

本法律は、2010年 12月17日、第 06号/NAの経済紛争解決法律

に代わるものである。  

本法律に矛盾する政令及び規定はすべて無効である。 

 

      

                          国民議会 議長 


